
院外処方せんにおける問い合わせ簡素化プロトコル本文_合意書の軽微な変更について 

 

院外処方せんにおける問い合わせ簡素化プロトコル本文中におきまして、以下の誤記があ

りましたので修正しました。また、文中の「患者」、「患者さん」の用語を「患者」に統一し

ました。 

この度の改訂におきましては、再合意を必要としない事をお知らせします。 

 

 

（修正後） 

 


